
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下請ルールが激変 新「振興基準」が令和 8年施行へ 

Tasaka tax accountant office 

いつもお世話になっております。 

新たな年を迎え、皆様にとってご多幸がありますようお祈りいたしております。 

本年も変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。 

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 
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◆新「振興基準」が令和 8年施行へ 

 経済産業省が定めた「受託中小企業振興基準」

が、令和 8 年 1月 1日から本格施行されます。

これは下請中小企業振興法に基づき、取引ルー

ルを包括的に整備したもので、発注内容の明確

化、価格交渉の義務化、手形利用の制限など、下

請けビジネスに関わる中小企業にとって極めて

重要な内容です。特に、大企業との取引におい

て交渉力に不安を抱える企業こそ、この基準を

活用することで取引の「見える化」や「利益確

保」が実現可能になります。 

 

◆契約書が“盾”になる時代 

 従来、電話一本や口頭での発注で済ませてい

た中小企業も多いでしょう。しかし新基準では、

取引継続の際には基本契約を結ぶことが前提と

され、納期・価格・支払方法・仕様変更の費用な

どを事前に書面（メール等含む）で明示する必

要があります。これにより「言った言わない」の

トラブルを防ぎ、納期短縮や発注変更に伴うコ

ストも正当に請求できる道が開けます。契約書

は交渉力の証しであり、経営を守る盾になるの

です。 

◆原材料高騰は“価格転嫁”で対応 

 特筆すべきは、年に 2回（3月・9月）の価格交

渉促進月間の導入です。原材料費・人件費・電気

代などのコストが上昇した場合には、発注元との

価格交渉を申請し、協議記録を残すことが求めら

れます。労務費の転嫁も対象となるため、最低賃

金引上げ後の価格改定が通りやすくなります。今

後、下請企業が「物申す」ことは権利として明確

化され、「泣き寝入りしない経営」が求められます。 

 

◆下請けの未来は「攻め」にあり 

 この新基準は単なるルール集ではなく、「パート

ナーシップ構築宣言」や「振興事業計画」といっ

た攻めの制度活用を促しています。たとえば、複

数社で連携しサプライチェーンの川上に進出する

「特定連携事業」は、大企業依存から脱却する実

効性のある手段です。また、BCP（事業継続計画）

や事業承継支援、電子受発注など、将来を見据え

た中小企業の“経営力強化”を後押しする支援制

度とも直結しています。新基準の理解は、下請け

に留まらない未来戦略の第一歩となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆制度概要と導入の目的 

 2025年 10月から雇用保険に新設された「教育

訓練休暇給付金」は、従業員が自発的に無給の長

期休暇を取得して教育訓練に専念する場合に支給

される新制度です。給付額は失業等給付と同様の

方式で算定され、支給はハローワークから直接本

人に行われます。制度創設の目的はリスキリング

推進ですが、企業側にも準備が求められます。 

 

◆税務面での取り扱いと留意点 

 まず税務面では、この給付金は雇用保険法上の

「失業等給付」に該当し、所得税法上も非課税所

得と位置付けられます。したがって源泉徴収や年

末調整の対象外であり、企業が課税処理を行う必

要はありません。類似の育児休業給付金や介護休

業給付金と同様、給与と誤って処理しないことが

実務上の留意点となります。 

 

◆就業規則と事務手続き 

 次に人事労務面では、就業規則の整備が不可欠

です。制度の利用には「無給の教育訓練休暇」を

規程に明記し、対象となる休暇が業務命令ではな

く労働者の自主的取得であることを担保する必要

があります。加えて、申請に必要な「賃金月額証

明書」などを発行する事務手続きも会社の責任と

なります。なお、この教育訓練休暇給付金を受給

すると、それまでの雇用保険の加入期間がリセッ

トされるため、将来的に失業給付を受給する際に

は、改めて加入期間の要件を満たす必要がある点

についても、従業員への十分な説明と注意喚起が

不可欠です。また、解雇等を予定している労働者

についてはこの制度が使えません。不正利用は罰

則の対象となりますのでご注意ください。 

◆業務運営への影響と社内準備 

 さらに、長期休暇取得が業務運営に与える影響を

考慮し、代替要員の確保や業務分担の調整を含めた

社内準備も求められます。 

 産休育休制度等が充実している会社であればある

程度社内準備については流用できる部分はあります

が、代替要員の確保や業務分担の調整は前もって準

備しておかないとなかなか大変なものです。周囲の

従業員が不満を抱かないような配慮が必要な場合も

あるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

教育訓練休暇給付金の実務対応～税務・人事労務・社内準備のポイント～ 

 

 

田 坂 税 理 士 事 務 所  http://www.tasaka-tax.com/ 

１月 17日は「おむすびの日」と登録さ

れています。平成 17年に発生した阪神

淡路大震災で被災地に「おむすび」が届

けられた暖かい心の象徴として記念日と

しました。 

今日は何の日？ 

～ちょっと一息のコーナー～ 

 


